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牛の牛のＢＳＥＢＳＥ予防対策について予防対策について

農林水産省農林水産省消費・安全局消費・安全局

平成１６年８月平成１６年８月２４２４日日

2

ＢＳＥのリスク管理対策についてＢＳＥのリスク管理対策について

農場から食卓まで農場から食卓まで

検疫検疫

飼料規制飼料規制

死亡牛検査死亡牛検査

全頭検査全頭検査

特定部位除去特定部位除去

まん延防止

安全確保
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ＢＳＥの発生と原因究明ＢＳＥの発生と原因究明
英国におけるＢＳＥの発生英国におけるＢＳＥの発生

１９８６年以降１８万頭以上に発生

異常プリオンタンパク質を含む肉骨粉の牛への投与
が原因

日本におけるＢＳＥの発生日本におけるＢＳＥの発生
１～７、１０、１１頭目（平成７年１２月～平成８年４月生まれ）

８、９頭目（平成１３年１０月、平成１４年１月生まれ））

原因究明原因究明
ＢＳＥ疫学検討チーム報告書（平成１５年９月）ＢＳＥ疫学検討チーム報告書（平成１５年９月）

牛用飼料への製造・輸送段階での牛用飼料への製造・輸送段階での

肉骨粉の意図しない混入による感染の可能性肉骨粉の意図しない混入による感染の可能性

4

ＢＳＥの発生サイクルとその遮断ＢＳＥの発生サイクルとその遮断

飼料工場飼料工場
肉骨粉製造工場肉骨粉製造工場

農家農家

飼料飼料

輸入輸入

肉骨粉肉骨粉

肉骨粉肉骨粉

と畜と畜場場

食肉食肉

焼却

特定特定
部位部位

発生国発生国
生体牛生体牛

発生国発生国

牛由来牛由来
肉骨粉肉骨粉
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飼料規制の基本的考え方飼料規制の基本的考え方

ＢＳＥの感染源となりうるもの感染源となりうるもののの
飼料利用の規制

肉骨粉、魚粉、動物性油脂等の肉骨粉、魚粉、動物性油脂等の
牛用飼料への利用禁止牛用飼料への利用禁止

牛用飼料とその他の飼料の分離分離

牛用飼料とその他の飼料の牛用飼料とその他の飼料の
交差汚染防止のために、交差汚染防止のために、
飼料の製造、保管、輸送等を分離飼料の製造、保管、輸送等を分離

6

飼料原料の規制状況飼料原料の規制状況

由来由来

××××豚、馬

○

○

×

魚魚

○

○

×

鶏鶏

○

○

×

豚豚

×

×

×

牛

飼料飼料

牛動物性油脂動物性油脂
（肉骨粉製造時に発生する油脂）（肉骨粉製造時に発生する油脂）

鶏チキンミールチキンミール（鶏由来肉骨粉）（鶏由来肉骨粉）

フェザーミールフェザーミール（羽毛加工物）（羽毛加工物）

牛肉骨粉、獣脂かす肉骨粉、獣脂かす

飼飼 料料 原原 料料

×× ：飼料利用不可、○：飼料利用可
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7

牛用飼料と豚・鶏飼料のライン分離牛用飼料と豚・鶏飼料のライン分離（飼料工場）（飼料工場）

（工場敷地）

飼料工場

（工場建屋）

8

飼料のチェック体制飼料のチェック体制

飼料工場飼料工場 肉骨粉製造工場肉骨粉製造工場

農家農家

販売店販売店

輸入輸入

都道府県
検疫検疫

立入検査立入検査
動物検疫所

立入検査立入検査

（独）肥飼料
検査所
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ＢＳＥ検査ＢＳＥ検査

検査検査
方法方法

と畜場へ出荷されない牛

（死亡牛・中枢神経症状等
が疑われる牛）

食用目的でと殺される
全ての牛

（全頭検査）

対対 象象

ＢＳＥのまん延防止
（ 家 畜 衛 生 ）

安全な牛肉の供給
（ 公 衆 衛 生 ）

目目 的的

農農 場場とと 畜畜 場場

エライザ法による
スクリーニング

ウエスタンブロット法、
免疫組織化学的検査、

病理組織学的検査
による確定診断

ＢＳＥＢＳＥ サーベイランスの結果サーベイランスの結果

高

低

リスク

※ （ ） 内 は 陽 性 頭 数

何らかの臨床症状
を示した牛

BSE 感染牛の
同居牛

臨床症状を

示さない牛

死亡牛

( 24ヶ月齢以上 )

中枢神経症状等が
疑われる牛

1,246,364

(2)

6,266

(1)

44,897

(1)

266

3,248

平成１５年度

1,250,838

(1)

2,973

(3)

3,755

139

420

平成１４年度平成１３年度

236

521,740

(2)

1,851

801

132

(1)

検査された牛の数
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日 本 米国 Ｅ Ｕ

全て
一部

（成牛２万頭）
３０ヶ月齢以上の

牛全て

全て
２４ヶ月齢以上の

牛全て

２４ヶ月齢以上の
牛全て

２４ヶ月齢以上の
牛全て

反すう動物由来の
もの

反すう動物由来のも
の

反すう動物由来
のもの

 反すう動物　豚・鶏  反すう動物　豚・鶏  反すう動物　豚・鶏

飼料規制

一部
（30ヶ月齢以上
20～27万頭）

Ｂ

Ｓ

Ｅ

検

査

健康牛

神経症状
牛など

死亡牛

主要国におけるＢＳＥ対策の概要主要国におけるＢＳＥ対策の概要

12

牛牛((生産・と畜段階生産・と畜段階)) 牛肉（流通段階）牛肉（流通段階）

出生
輸入

転入・転出
（死亡）

とさつ 枝肉 部分肉 精肉など

個体識別番号：耳標に印字個体識別番号：耳標に印字 個体識別番号：表示・伝達個体識別番号：表示・伝達

平成平成1515年年1212月１日から月１日から 平成平成1616年年1212月月11日から日から

目的１
BSE発生時の迅速な遡及
調査

→ＢＳＥのまん延防止

牛トレーサビリティ制度の概要牛トレーサビリティ制度の概要

目的２
国産牛肉に関する生産情報
の提供

→消費者の信頼確保

届出（個体識別台帳に記録） 帳簿に記録



7

13

と畜場
農場 検査陰性の牛

からの肉等の
みが流通

肉骨粉等

家畜保健衛生所

死亡牛

ＢＳＥのリスク管理ＢＳＥのリスク管理

ＢＳＥに関する検査
・と畜場での全頭検査
・２４か月齢以上の死亡牛検査

検疫
肉骨粉等の

全ての国から
の輸入停止

トレーサビリティ
・ＢＳＥのまん延防止
・国産牛肉で問題が生
じた際の原因究明

特定部位は
焼却

食肉

飼料規制
飼料原料の給与規制

全頭検査・
特定部位除去

・と畜場での全頭検査
（１３年１０月１８日～）

・特定部位の除去


